
「今」が分かる情報をお届けしている広報誌

月

地方税ポータルシステムの呼称。
国税の電子手続きは、e-TAX(イータックス)で行うのに対し、
地方税の電子手続きは、eLTAX(エルタックス)で行います。

地方税の申告､申請､納税などの手続きは､それぞれの地方団体で
行う必要がありましたが､地方団体が共同で運営することに
より､電子的な１つの窓口からそれぞれの地方団体に手続き
できるようになりました。

令和5年4月から、地方税統一QRコード｢eL-QR｣を活用した地方税の納付が

開始されました。納付書のeL-QRを読み取ることで､固定資産税や自動車税種別割

などの地方税について、スマートフォン決済アプリやクレジットカード、口座振替、

インターネットバンキング等、様々 なキャッシュレス納付が選択できるようになりました。
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５

参考：eLTAXのHP、静岡県HP、磐田市HP

地方税共通納税システム
エルタックス

2023年4月から地方税の支払いが便利･簡単に！

eL-QR利用可能な税目

eL-QR利用可能な納付書

全国どの地方団体へも
一括して電子納税が可能

｢eLマーク」の記載がある納付書が利用できます。

｢eL-QR (QRｺｰﾄﾞ)｣｢eL番号 (納付書番号)｣のいずれかの記載が

あれば､地方税お支払サイトやスマホ決済アプリが利用できます。

▪法人市民税

▪市県民税（特別徴収分、退職所得分）

▪市県民税（普通徴収）

▪固定資産税・都市計画税

▪軽自動車税（種別割）

▪国民健康保険税（普通徴収）

※自治体により異なります
詳しくは納付書の送付元にお問合わせください

eLTAXeLTAX
24時間365日
いつでもどこでも支払可能

さまざまな支払方法から
選択が可能

eL-QR利用可能な納税方法

eLTAX (エルタックス) とは…

地方税

お支払サイト

※24時間365日利用可能
(利用時間帯によって選択
できない支払方法があります)
(システムのメンテナンス
時間を除きます)

クレジットカード

24時間利用可能
納付額とは別に決済手数料がかかる
※決済手数料については､納付額が10,000円以内の場合は、
37円(消費税抜)、以降10,000円ごとに75円(消費税抜)となる

インターネットバンキング 金融機関を選択するサイトへ移動します

口座振替（ダイレクト方式）
市町村などに登録して行う口座振替とは異なります
※事前にeLTAXの利用者登録と口座情報登録の手続が必要です

ペイジー番号を発行しATM等でお支払い

スマートフォン決済アプリ
※eL-QRに対応するスマートフォン決済アプリの種類は、
地方税お支払サイトでご確認ください

決済アプリを起動し､納付書のeL-QRを読取り納付します

※決済アプリごとに支払方法や支払上限額等に違いがあります

全国の金融機関等
※eL-QRに対応する金融機関については、
地方税共同機構のサイトでご確認ください

納付書裏面に記載のある金融機関以外でも

全国のeL-QR対応金融機関窓口で現金納付できます
※一部の金融機関において取扱開始時期が異なります
(ゆうちょ銀行:R5.5.8~､各信用組合:R6.4~､各農業協同組合:R6.7以降)

地方税統一QRコード｢eL-QR｣スタート！
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0537-61-2102
平日9時～16時受付

要予約

毎月第３土曜

【浜松会場】

税理士法人タックスサポート掛川支社内

毎月開催中！ 無料

浜松市中区元城町216-11
鴻池元城ビル3階

2023年

しずおかＦＰサービス columnしずおかＦＰサービス column

≪予約電話番号≫

【出張会場】

毎月第３日曜
毎月第３火曜

【掛川会場】

掛川市弥生町234
JA掛川市やよい支所内会議室

2023年

5月 20 日 (土)

5月 16日(火)･21日(日)

一般社団法人

しずおか民事信託推進協会

主

催

情報紙に2023年度税制改正で相続時精算課税制度(以下｢制度｣)に関心が高まるとの記事が

掲載されました。制度を簡単に紹介すると、2500万円までの範囲で贈与時には税を負担

せず、贈与者が亡くなった相続時に贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。

一般には課税の先送りとされて相続対策へはあまり活用されていませんでした。

しかし、税制改正で以下２つのポイントで制度が変わりました。1つめは年110万円の

基礎控除の新設です。これまでは110万円までの贈与も相続財産に加算されていましたが、

2024年からは110万円までの贈与は加算されず申告も不要になりました。２つめは暦年贈与と

異なり基礎控除分について相続時の持戻しがないことです。

これに対し、税制改正で暦年贈与の相続時の持戻し期間が3年から

7年に延長されました。制度が利用しやすくなったというよりも、従来の

暦年課税による相続税対策に網がかけられたと言えるかもしれません。

☑ 相続 ☑ 遺言 ☑ 民事信託

≪予約電話番号≫

５月 22 日 (月)2023年

相続に関するご相談を､完全予約制にて毎月開催しています

9:00~17:00

（2023年4月4日 日経ヴェリタス参考）

完成現場見学会を開催しました
エルピス･キラ（浜松市中区高丘西一丁目）

４月7日、４月8日に｢完全予約制｣にて完成現場見学会を開催致しました。

今回の見どころの外観デザイン や こだわりの設備 、ワークスペース付の

お部屋の様子を見て触れてご体感いただくことができたと思います。

あいにくの天気の中、お越しいただいた皆様、誠にありがとうございました。

これからもKONOIKEマンションの良さを皆様にお伝えできるよう精進してまいります。

053-454-3723

※1時間単位の予約制

浜松市武道館
浜松市中区西浅田二丁目3-1

場

所

時

間

浜松市武道館
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